
平成

長
」

年 月 日 火曜日

山
山

る
。第

山 口 県

山
○
県山山

報

○
規山山山山 毎

（号 外 ）

を
「
及
び
副
知
事
」
に
改
め
る
。

附

則

平
成
二
十
年
十
月
十
四
日

口
県
規
則
第
六
十
九
号

山
口
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部

口
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
四
十

三
百
一
条
第
二
号
ロ

の
表
中

口
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

議
会
規
則

口
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正

規

口
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改

目

次

則口
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正

口
県
特
別
職
報
酬
等
審
議
会
規
則
の

口
県
医
師
及
び
歯
科
医
師
修
学
資
金

口
県
研
修
医
研
修
資
金
貸
付
規
則
の

週
火
・
金
曜
日
発
行

山
口
県
知

を
改
正
す
る
規
則

三
年
山
口
県
規
則
第
十
五
号
）

「
報
酬
の
」
を
「
議
員
報
酬
の
」

規
則
（
会
計
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…

す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

則

正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

す
る
規
則
（
人
事
課
）
…
…
…
…
…
…

一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
人
事
課
）
…

貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
地
域
医
療
推事

二

井

関

成

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

に
、
「
、
副
知
事
及
び
出
納

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

る
。 …

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

（
地
域
医
療
推
進
室
）
…
…
…
…
一

進
室
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

平 成 年
月 日

（火曜日）

に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

七

学
校
教
育
法
第
九
十
七

に
入
学
し
、
又
は
当
該
課

山
口
県
医
師
及
び
歯
科
医
師

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
第
一
項
第
二
号
中
「

を
「
開
始
せ
ず
」
に
改
め
、
同

始
し
」
に
、
「
起
算
し
て
」
を

お
い
て
医
学
を
履
修
す
る
課
程

ら
の
期
間
を
除
い
た
期
間
）
が

第
十
五
条
第
一
項
中
「
第
七

山
口
県
医
師
及
び
歯
科
医
師

平
成
二
十
年
十
月
十
四
日

山
口
県
規
則
第
七
十
一
号

山
口
県
医
師
及
び
歯
科

山
口
県
規
則
第
七
十
号

山
口
県
特
別
職
報
酬
等

山
口
県
特
別
職
報
酬
等
審
議

に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
報
酬
の

め
、
同
条
第
二
項
中
「
報
酬
等

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か

山
口
県
特
別
職
報
酬
等
審
議

平
成
二
十
年
十
月
十
四
日

条
に
規
定
す
る
大
学
院
の
課
程
（

程
を
修
了
し
た
と
き
。

修
学
資
金
貸
付
規
則
（
昭
和
六
十

一
年
以
内
」
を
「
二
年
以
内
」
に

項
第
五
号
中
「
一
年
以
内
」
を
「

「
起
算
し
た
期
間
（
学
校
教
育
法

に
在
学
し
た
期
間
又
は
育
児
休
業

通
算
し
て
」
に
、
「
を
経
過
す
る

号
」
を
「
第
九
号
」
に
改
め
、
第

修
学
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改

山
口

医
師
修
学
資
金
貸
付
規
則
の
一
部

審
議
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

会
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
山
口
県

」
を
「
議
員
報
酬
の
」
に
、
「
報

」
を
「
議
員
報
酬
等
」
に
改
め
る

ら
施
行
す
る
。

ら
施
行
す
る
。

会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口

一

医
学
を
履
修
す
る
課
程
に
限
る
。

年
山
口
県
規
則
第
三
十
三
号
）
の

改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
行
わ
ず

二
年
以
内
」
に
、
「
行
い
」
を
「

第
九
十
七
条
に
規
定
す
る
大
学
院

を
し
た
期
間
が
あ
る
と
き
は
、
こ

日
」
を
「
に
達
す
る
」
に
改
め
る

七
号
を
第
九
号
と
し
、
第
六
号
の

正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る

県
知
事

二

井

関

成

を
改
正
す
る
規
則

規
則

規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

酬
等
」
を
「
議
員
報
酬
等
」
に

。 を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

県
知
事

二

井

関

成

） 一」開にれ。次 。 う改

規

則



平

を

成 年 月 日 火曜日

山
山

る
。第

「
山

山 口

と
き

改
めこ山

県 報

山
山

う
に第五第

（号 外 ）

八こ山「
議
員
報
酬
及
び
」
に
改
め
る
。

附

則

口
県
規
則
第
七
十
三
号

山
口
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改

口
県
会
計
規
則
（
昭
和
三
十
九

六
十
条
第
二
項
中
「
山
口
県
議
会

口
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
、
費

は
、
当
該
期
間
を
除
い
た
期
間
）

る
。附

則

の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行

口
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す

平
成
二
十
年
十
月
十
四
日

口
県
規
則
第
七
十
二
号

山
口
県
研
修
医
研
修
資
金
貸
付

口
県
研
修
医
研
修
資
金
貸
付
規
則

改
正
す
る
。

七
条
第
一
項
中
第
五
号
を
第
六
号

育
児
休
業
を
開
始
し
、
又
は
終

十
二
条
第
一
項
第
三
号
中
「
起
算

育
児
休
業
を
開
始
し
、
又
は
終

附

則

の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行

口
県
研
修
医
研
修
資
金
貸
付
規
則

平
成
二
十
年
十
月
十
四
日

山
口
県
知

正
す
る
規
則

年
山
口
県
規
則
第
五
十
四
号
）
の

議
員
の
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び

用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す

が
通
算
し
て
」
に
、
「
を
経
過

す
る
。

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
平
成
二
十
年
山
口
県
規
則
第

と
し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一

了
し
た
と
き
。

し
て
」
を
「
起
算
し
た
期
間
（

了
し
た
と
き
。

す
る
。

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

山
口
県
知

事

二

井

関

成

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

期
末
手
当
に
関
す
る
条
例
」
を

る
条
例
」
に
、
「
報
酬
及
び
」

す
る
日
」
を
「
に
達
す
る
」
に

四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

号
を
加
え
る
。

育
児
休
業
を
し
た
期
間
が
あ
る

こ
に
公
布
す
る
。

事

二

井

関

成

第
百
十
九
条
を
第
百
二
十
条

第
十
一
章

辞
職
及
び
資
格

第
十
二
章

規
律
（
第
九
十

第
十
三
章

懲
罰
（
第
百
六

第
十
四
章

会
議
録
（
第
百

第
十
五
章

協
議
又
は
調
整

第
十
六
章

議
員
の
派
遣
（

第
十
七
章

補
則
（
第
百
二

付
則

第
三
章

議
事
日
程
（
第
二

第
四
章

選
挙
（
第
二
十
六

第
五
章

議
事
（
第
三
十
四

第
六
章

発
言
（
第
四
十
六

第
七
章

委
員
会
（
第
六
十

第
八
章

表
決
（
第
七
十
四

第
九
章

請
願
（
第
八
十
五

第
十
章

秘
密
会
（
第
九
十

山
口
県
議
会
規
則
第
一
号

山
口
県
議
会
会
議
規
則

山
口
県
議
会
会
議
規
則
（
昭

題
名
の
次
に
次
の
目
次
を
付

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条

第
二
章

議
案
及
び
動
議
（

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か

県

山
口
県
議
会
会
議
規
則
の
一

平
成
二
十
年
十
月
十
四
日

と
す
る
。

の
決
定
（
第
九
十
三
条

第
九
十

八
条

第
百
五
条
）

条

第
百
十
三
条
）

十
四
条

第
百
十
七
条
）

を
行
う
た
め
の
場
（
第
百
十
八
条

第
百
十
九
条
）

十
条
）

十
一
条

第
二
十
五
条
）

条

第
三
十
三
条
）

条

第
四
十
五
条
）

条

第
六
十
条
）

一
条

第
七
十
三
条
）

条

第
八
十
四
条
）

条

第
九
十
条
）

一
条
・
第
九
十
二
条
）

山
口
県
議

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

和
三
十
一
年
制
定
）
の
一
部
を
次

す
る
。

第
十
四
条
）

第
十
五
条

第
二
十
条
）

ら
施
行
す
る
。

議

会

部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

七
条
）

） 会
議
長

島

田

明

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

布
す
る
。

二

県

議

会



平成 年 月 日 火曜日 山 口 県

で
５

で
６

が付
別
表

報

議を
２

定
３

す
４

議

（号 外 ）

第第
条
を第

第
百整検

討
会

係
る
条
例
又
は
提

す
る
協
議

言
に

全
員
協
議
会

議
案
の
審
査
又
は

運
営
に
関
し
す
べ

員
の
出
席
を
求
め

べ
き
協
議
又
は
調

議
会
の
活
性

化
等
に
関
す

る
検
討
会

議
会
の
活
性
化
、

に
関
す
る
協
議

政
策
立
案
等

議
員
の
提
案
す
る

議
会

て
の
て
行
整運

営
政
策

名

称

目

き
る
。

前
項
の
規
定
に
よ
り
協
議
等
の
場

き
る
議
員
の
範
囲
及
び
招
集
す
る

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、

定
め
る
。

則
の
次
に
次
の
別
表
を
加
え
る
。

（
第
百
十
八
条
関
係
）

又
は
調
整
を
行
う
必
要
が
あ
る
と

設
け
る
も
の
と
す
る
。

別
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
場
に
出

め
る
議
員
と
す
る
。

別
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
場
を
設

る
。

前
三
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、

決
で
こ
れ
を
決
定
す
る
。
た
だ
し

十
六
章
を
第
十
七
章
と
す
る
。

百
十
八
条
第
一
項
中
「
第
百
条
第

第
百
十
九
条
と
す
る
。

十
五
章
を
第
十
六
章
と
し
、
第
十

第
十
五
章

協
議
又
は
調
整
を

十
八
条

法
第
百
条
第
十
二
項
に

を
行
う
た
め
の
場
（
以
下
「
協
議

関

に
所
属
す
る
議
員
及
び
議

め
る
議
員

長
が

の議う

す
べ
て
の
議
員

等

議
会
運
営
委
員
が
所
属
す

に
所
属
す
る
議
員
及
び
議

め
る
議
員

に

議
会
運
営
委
員
が
所
属
す

る
会
長
が

る
会

的

出
席
す
る
こ
と
が
で
き
る
議

を
設
け
る
に
当
た
つ
て
は
、
名

者
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な

協
議
等
の
場
の
運
営
そ
の
他
に

認
め
ら
れ
る
と
き
に
、
そ
れ
ぞ

席
す
る
こ
と
が
で
き
る
議
員
は

け
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

協
議
等
の
場
を
臨
時
に
設
け
る

、
緊
急
を
要
す
る
と
き
は
、
議

十
二
項
」
を
「
第
百
条
第
十
三

四
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え

行
う
た
め
の
場

規
定
す
る
議
案
の
審
査
又
は
議

等
の
場
」
と
い
う
。
）
と
し
て

定

（
会
長
が
選
出
さ
れ
て
い

な
い
場
合
は
、
議
長
）

議
長

派定

出
席
す
る
議
員
の
互
選
に

よ
り
選
出
さ
れ
た
会
長

（
会
長
が
選
出
さ
れ
て
い

な
い
場
合
は
、
議
長
）

派

出
席
す
る
議
員
の
互
選
に

よ
り
選
出
さ
れ
た
会
長

員

招

集

す

る

者

称
、
目
的
、
出
席
す
る
こ
と
が

ら
な
い
。

つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
議
長

れ
同
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
場

、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
三
欄
に

の
第
四
欄
に
定
め
る
者
が
招
集

必
要
が
あ
る
と
き
は
、
議
会
の

長
が
こ
れ
を
決
定
す
る
こ
と
が

項
」
に
改
め
、
第
十
五
章
中
同

る
。

会
の
運
営
に
関
し
協
議
又
は
調

、
別
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
協

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

三



平
成
二

平
成
二
十
年
十
月
十
四
日
印
刷

十
年
十
月
十
四
日
発
行

発
行
所

山

口

県

発
行
人

山
口
県
知
庁

定
価
一
箇
月

金
二
千

事

七
百
円
（
送
料
共
）


